
令和元年和光市議会１２月定例会

提出議案の概要

和光市



報告第 ７号 専決処分の報告について

担 当 道路安全課

【目的】

令和元年９月発生の台風１５号に伴う倒木による民家損傷に関する損害賠償の額の

決定について専決処分したため、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１８０条

第２項の規定に基づき報告するものです。

【内容】

１ 賠償金額

９７９，０００円

２ 賠償の相手方

損傷家屋の所有者

３ 被害の概要

⑴ 発生日時

令和元年９月９日午前６時頃

⑵ 発生場所

賠償相手方の家屋

⑶ 被害の状況

市道５２４号線の街路樹が強風により根元から倒れ家屋に直撃し、窓及び塀

に損傷を与えた。

【施行期日】

専決処分を行った日：令和元年９月９日



諮問第 １号 人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについて

担 当 総務人権課

【目的】

人権擁護委員栁下昇氏が令和２年３月３１日をもって任期満了となることから、引

き続き同氏を推薦したいので、人権擁護委員法第６条第３項の規定により、議会の意

見を求めるものです。



議案第６４号 和光市教育委員会教育長の任命について

担 当 職員課

【目的】

和光市教育委員会教育長の職が空席となっているため、新たに大久保昭男氏を任命

することについて、地方教育行政の組織及び運営に関する法律（昭和３１年法律第１

６２号）第４条第１項の規定により議会の同意を求めるものです。



議案第６５号 財産の譲与について

担 当 市民活動推進課

【目的】

吹上コミュニティセンター用地における賃貸借契約の満了に伴い、契約書に記載の

市が行う原状回復について地権者と協議を行った結果、市は原状回復をせず、当該財

産を譲与することとなったため、地方自治法第９６条第１項第６号（昭和２２年法律

第６７号）の規定により、この案を提出するものです。

【内容】

１ 譲与をする財産

建 物

ア 名 称 吹上コミュニティセンター

イ 所 在 地 和光市白子三丁目１４番１０号

ウ 構 造 鉄筋コンクリート造地下１階付き２階建

エ 種 目 集会所

オ 延床面積 １，０７５．９６９㎡

建築物

ア 名 称 吹上コミュニティセンタープロパン庫

イ 所 在 地 和光市白子三丁目１４番１０号

ウ 構 造 鉄筋コンクリート造

エ 延床面積 １．８９㎡

その他

ア 名 称 吹上コミュニティセンター外構一式

イ 所 在 地 和光市白子三丁目１４番１０号

２ 譲与の相手方 和光市白子三丁目１４番１３号

宗教法人 東明寺

代表役員 藤井 昭彦

３ 譲与をする日 吹上コミュニティセンター用地における賃貸借契約が満了する日

の翌日



議案第６７号 地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴う関係

条例の整備等に関する条例を定めることについて

担 当 職員課

【 目 的 】

地方公務員法及び地方自治法の一部改正により、令和２年４月から会計年度任用職

員制度が導入されることに伴い、関係条例の整備を行うものです。

また、職員の分限処分の手続についても併せて見直しを行います。

【施行期日】

令和２年４月１日



議案第６８号 和光市会計年度任用職員の報酬等に関する条例を定めることについて

担 当 職員課

【目的】

地方公務員法及び地方自治法の一部改正により、令和２年４月から会計年度任用職

員制度が導入されることに伴い、当該職員の報酬等について定めるものです。

【施行期日】

令和２年４月１日



議案第６９号 職員の給与に関する条例及び和光市消防団条例の一部を改正する条例

を定めることについて

担 当 職員課・危機管理室

【目的】

今回の改正は、成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関

係法律の整備に関する法律が令和元年６月１４日に公布されたことに伴い、成年被後

見人等に係る欠格条項が削除されたことから、所要の改正を行うものです。

【施行期日】

公布の日から施行し、令和元年１２月１４日から適用する。



議案第７０号 和光市国民健康保険税条例の一部を改正する条例を定めることについ

て

担 当 健康保険医療課

【目的】

今回の改正は、地方税法施行令等の一部を改正する政令 (平成３１年政令第８７号 )に

おいて国民健康保険税の課税限度額を引き上げる改正が行われていることから、当市

においても同様の改正を行います。

【内容】

課税限度額の引き上げ（第２条、第２１条）

※改正後の金額は、令和元年度法定額

【施行期日】

令和２年４月１日

課税区分 現行 改正後 引上額

医療分 ５８万円 ６１万円 ３万円

支援分 １９万円 １９万円 ０万円

介護分 １６万円 １６万円 ０万円

合計 ９３万円 ９６万円 ３万円



議案第７１号 和光市森林環境譲与税基金条例を定めることについて

担 当 財政課

【目的】

パリ協定の枠組みの下における、わが国の温室効果ガス排出削減目標の達成や災害

防止等を図るため、森林整備等に必要な地方財源を安定的に確保する観点から、森林

環境税及び森林環境譲与税が創設されたことに伴い、森林整備及びその促進に関する

施策の財源に充てるため、和光市森林環境譲与税基金を設置するものです。

【内容】

１ 基金の設置

森林環境譲与税は、森林整備及びその促進に関する施策の財源に充てることとされ

ていますが、単年度の譲与額が少額であり、複数年度分をまとめて執行することが効

率的であることから、基金を設置し、使途の明確化を図るものです。

２ 森林環境譲与税の使途

⑴ 森林の整備に関する施策

⑵ 森林の整備を担うべき人材の育成及び確保

⑶ 森林の有する公益的機能に関する普及啓発

⑷ 木材の利用の促進

⑸ その他の森林の整備

３ 使途の公表

市ホ－ムペ－ジ等での公表を予定しています。

【施行期日】

この条例は、公布の日から施行します。



議案第７２号 和光市総合福祉会館設置及び管理条例の一部を改正する条例を定める

ことについて

担 当 社会援護課

【目的】

和光市総合福祉会館の就労継続支援Ｂ型施設の規模を拡大するため、就労継続支援

Ａ型施設を廃止するものです。

【内容】

就労継続支援Ａ型施設に係る第４章の第２２条から第３１条までの規定を削除とし

ます。

総合福祉会館の構成施設の利用の制限に係る規定を利用の実態に合わせて改めま

す。

【施行期日】

令和２年４月１日



議案第７３号 和光市生活介護施設（知的障害者）設置及び管理条例を定めることに

ついて

担 当 社会援護課

【目的】

和光市生活介護施設（知的障害者）について、令和２年度から指定管理者制度を導

入するため公の施設として設置管理条例を制定するものです。

【内容】

設置管理条例として、和光市生活介護施設（知的障害者）の設置、名称及び位置、

指定管理者による管理、事業内容、利用時間、休業日、利用対象者、利用許可、利用

制限、利用料金、利用料金の収受、利用料金の減免、指定管理者が行う業務の範囲、

損害賠償並びに委任に係る規定を定めます。

【施行期日】

令和２年４月１日



議案第７４号 和光市総合福祉会館の高齢者福祉センターの管理を行わせる指定管理

者の指定について

担 当 長寿あんしん課

【目的】

和光市総合福祉会館の高齢者福祉センターの管理を行わせる指定管理者を指定する

ものです。

【内容】

令和２年度から令和６年度までの５年間、和光市総合福祉会館の高齢者福祉センタ

ーの管理を行わせる指定管理者として、社会福祉法人和光市社会福祉協議会を指定す

ることについて議決を求めるものです。



議案第７５号 和光市総合福祉会館の生活介護施設の管理を行わせる指定管理者の指

定について

担 当 社会援護課

【目的】

和光市総合福祉会館の生活介護施設の管理を行わせる指定管理者を指定するもので

す。

【内容】

令和２年度から令和６年度までの５年間、和光市総合福祉会館の生活介護施設の管

理を行わせる指定管理者として、社会福祉法人和光市社会福祉協議会を指定すること

について議決を求めるものです。



議案第７６号 和光市総合福祉会館の就労継続支援Ｂ型施設の管理を行わせる指定管

理者の指定について

担 当 社会援護課

【目的】

和光市総合福祉会館の就労継続支援Ｂ型施設の管理を行わせる指定管理者を指定す

るものです。

【内容】

令和２年度から令和６年度までの５年間、和光市総合福祉会館の就労継続支援Ｂ型

施設の管理を行わせる指定管理者として、社会福祉法人和光市社会福祉協議会を指定

することについて議決を求めるものです。



議案第７７号 和光市総合福祉会館の就労継続支援Ｂ型施設（精神障害者）の管理を

行わせる指定管理者の指定について

担 当 社会援護課

【目的】

和光市総合福祉会館の就労継続支援Ｂ型施設（精神障害者）の管理を行わせる指定

管理者を指定するものです。

【内容】

令和２年度から令和６年度までの５年間、和光市総合福祉会館の就労継続支援Ｂ型

施設（精神障害者）の管理を行わせる指定管理者として、医療法人寿鶴会菅野病院を

指定することについて議決を求めるものです。



議案第７８号 和光市生活介護施設（知的障害者）の管理を行わせる指定管理者の指

定について

担 当 社会援護課

【目的】

和光市生活介護施設（知的障害者）の管理を行わせる指定管理者を指定するもので

す。

【内容】

令和２年度から令和６年度までの５年間、和光市生活介護施設（知的障害者）の管

理を行わせる指定管理者として、社会福祉法人和光市社会福祉協議会を指定すること

について議決を求めるものです。



議案第７９号 市道路線の認定について

担 当 道路安全課

【目的】

市道６５５号線及び市道６５６号線の認定

都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第２９条の規定による開発行為により帰

属された道路用地を、和光市道として認定したいので、道路法（昭和２７年法律第１

８０号）第８条第２項の規定により、この案を提出するものです。

【内容】

１ 認定する市道路線

市道６５５号線

起点 和光市新倉一丁目４０２３番１地先

終点 和光市新倉一丁目４０２３番１２地先

幅員 ４．５０ｍ～８．７４ｍ

延長 ７４．５０ｍ

市道６５６号線

起点 和光市下新倉三丁目４５２２番５地先

終点 和光市下新倉三丁目４５２２番１０地先

幅員 ６．００ｍ～１０．１３ｍ

延長 ２６．３０ｍ

【施行期日】

議会承認後、縦覧・告示を行います。


